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別 紙 

１ 趣 旨 

  人事評価に関する訓令（平成２８年防衛省訓令第５６号）（以下「訓令」とい

う。）第２０条第２項の規定により、人事評価に関する苦情相談員の指定並びに

人事評価に関する苦情処理窓口及び審理機関を設置する。 

  

２ 人事評価に関する苦情相談員 

（１）海上自衛隊における人事評価に関する苦情相談員は、被評価者の評価系統上

の調整者（評価者と同じ場合を除く。）に該当する者とする。 

（２）被評価者は、前号における苦情相談員に対し苦情相談をすることを標準とす

るほか、付紙に掲げる部隊又は機関に対応する苦情相談員に対しても苦情相談

をすることができる。 

 

３ 人事評価に関する苦情処理窓口及び審理機関 

海上自衛隊における人事評価に関する苦情処理窓口及び審理機関は、次の各号

に掲げるとおりとする。 

（１）人事評価苦情処理窓口 

  ア 幹部自衛官及び行(一)３級相当以上の事務官等及び指定部隊等（任命権

に関する訓令第６２条）に所属する２級以下の事務官等   

海上幕僚監部人事教育部補任課 

  イ 准曹士自衛官及び行(一)２級相当以下の事務官等 

各地方総監部管理部人事課 

（２）人事評価審理機関（決裁権者） 

  ア 幹部自衛官及び行(一)３級相当以上の事務官等及び指定部隊等（任命権

に関する訓令第６２条）に所属する２級以下の事務官等  

海上幕僚監部人事教育部（海上幕僚監部人事教育部長）（以下「海幕人教

部長」という。） 

   イ 准曹士自衛官及び行(一)２級相当以下の事務官等 

各地方総監部管理部（各地方総監部管理部長） 

 

４ その他 

  人事評価に関する苦情相談員等の業務の実施について不具合があると認める場

合、部隊の長又は機関の長は、適宜の様式により海上幕僚監部人事教育部補任課

長（以下「海幕補任課長」という。）へ通知するものとする。 
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付 紙 

人事評価に関する苦情相談員 

部隊又は機関 被評価者 
調整者たる 

苦情相談員 
苦情相談員 

海上幕

僚監部 

各 

部 

部長、副部長  海幕人教部長 

部勤務の隊員 部 長 海幕補任課長 

課 長  海幕補任課長 

班長、室長、副官、連

絡官、調整官、警務管

理官、企画調整官及び

分析企画官 

部 長  

幹 部 課 長  

先任伍長  海幕補任課長 

准海尉以下 課 長  

監
察
官 

監察官  海幕人教部長 

総括副監察官  海幕補任課長 

副監察官 監察官  

監察官付 監察官  

首
席
法
務
官 

 首席法務官  海幕補任課長 

法
務
室 

室 長  海幕補任課長 

幹 部 首席法務官  

准海尉以下 首席法務官  

 法務官  海幕補任課長 

首
席
会
計
監
査
官 

 首席会計監査官  海幕補任課長 

会
計
監
査
室 

室 長  海幕補任課長 

幹 部 首席会計監査官  

准海尉以下 首席会計監査官  

 

  会計監査官  海幕補任課長 



４ 

 

首
席
衛
生
官 

 首席衛生官  海幕補任課長 

衛
生
企
画
室 

室 長  海幕補任課長 

幹 部 首席衛生官  

准海尉以下 首席衛生官  

 衛生官  海幕補任課長 

自衛艦

隊司令

部 

 幕僚長  海幕人教部長 

司
令
部 

主任幕僚、衛生幕僚、

法務幕僚、陸上総隊連

絡監部、航空総隊連絡

幹部及び副官 

自衛艦隊司令官  

幹 部 幕僚長  

准海尉以下 幕僚長  

護衛艦

隊司令

部、直

轄護衛

隊、第

１海上

補給隊

及び第

１海上

訓練支

援隊 

 

司令官  海幕人教部長 

幕僚長 自衛艦隊司令官  

司
令
部 

幹 部 護衛艦隊司令官  

准海尉以下 幕僚長  

直
轄
護
衛
隊 

司 令 自衛艦隊司令官  

隊勤務の幹部 護衛艦隊司令官 幕僚長 

隊勤務の准海尉以下 司 令  

艦 長 護衛艦隊司令官  

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 
 

第
１
海
上
補
給
隊 

司 令 自衛艦隊司令官  

隊勤務の幹部 護衛艦隊司令官 幕僚長 

隊勤務の准海尉以下 司 令  

艦 長 護衛艦隊司令官  

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 



５ 

 

第
１
海
上
訓
練
支
援
隊 

司 令 自衛艦隊司令官  

隊勤務の幹部 護衛艦隊司令官 幕僚長 

隊勤務の准海尉以下 司 令  

艦 長 護衛艦隊司令官  

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

護衛隊

群  

 群司令 自衛艦隊司令官  

司令部 

首席幕僚 護衛艦隊司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  

隊
勤
務 

隊司令 護衛艦隊司令官  

幹 部 群司令 護衛隊群首席幕僚 

准海尉以下 隊司令  

隊
の
自
衛
艦 

艦 長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

先任伍長 艦 長  

准海尉以下 艦 長 副 長 

海上訓

練指導

隊群 
司
令
部 

群司令 自衛艦隊司令官  

首席幕僚 護衛艦隊司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  

海
上
訓
練
指
導
隊 

隊司令 護衛艦隊司令官  

副長、指導部長 群司令  

部に属さない各科長 群司令 副 長 

指導部の科長及び科に

属さない幹部 
隊司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副 長  



６ 

 

水
上
戦
術
開
発
指
導
隊 

本
部 

隊司令 護衛艦隊司令官  

副長 群司令  

部長及び部に属さない

各科（隊）長 
群司令 副長 

部の科長 隊司令 副長 

幹部 隊司令 副長 

准海尉以下 副長又は部長  

学生（幹部） 隊司令 副長 

学生（准海尉以下） 副長  

分

遣

隊 

分遣隊長 群司令  

科長 隊司令  

幹部 隊司令  

准海尉以下 隊長  

航空集

団司令

部、直

轄航空

隊、航

空修理

隊、航

空管制

隊及び

機動施

設隊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

司令官  海幕人教部長 

幕僚長 自衛艦隊司令官  

司
令
部 

幹部 航空集団司令官  

准海尉以下 幕僚長  

直
轄
航
空
隊
・
航
空
管
制
隊
及
び
機
動
施
設
隊 

 

隊司令 自衛艦隊司令官  

副 長 航空集団司令官  

本 

部 

幹 部 
航空集団司令官 

又は隊司令 
副 長 

准海尉以下 隊司令又は副長  

各 

隊 

隊 長 航空集団司令官  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 隊 長 副 長 

学生（幹部） 隊司令 副 長 

学生（准海尉以下） 隊 長 副 長 



７ 

 

航

空

修

理

隊 

 司令 自衛艦隊司令官  

部
に
属
さ
な
い
科
、
室 

室長及び科長 航空集団司令官  

幹 部 司 令  

准海尉以下 司 令  

部 

部 長 航空集団司令官  

幹 部 司 令  

准海尉以下 部 長  

航空群 

 群司令 自衛艦隊司令官  

司
令
部 

首席幕僚 航空集団司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  

 

 

隊司令 航空集団司令官  

副 長 群司令  

 

本 

部 

幹 部 隊司令  

准海尉以下 副 長  

各
隊
（
分
遣
隊
を
含
む
。
） 

隊 長 群司令  

各 

隊 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 隊長又は副長  

学 生 隊 長  

航
空
派
遣
隊 

隊 長 群司令  

幹 部 隊司令  

准海尉以下 隊司令  



８ 

 

潜水艦

隊司令

部、第

１練習

潜水隊

及び潜

水艦教

育訓練

隊 

 

司令官  海幕人教部長 

幕僚長 自衛艦隊司令官  

司
令
部 

幹 部 潜水艦隊司令官  

准海尉以下 幕僚長  

潜
水
艦
教
育
訓
練
隊 

本 

部 

隊司令 自衛艦隊司令官  

副 長 潜水艦隊司令官  

科長及び隊長 潜水艦隊司令官 副 長 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副 長  

学生（幹部） 隊司令 副 長 

学生（准海尉以下） 副 長  

分
遣
隊 

隊 長 潜水艦隊司令官  

幹 部 隊司令 本部副長 
 

  准海尉以下 隊 長  

第
１
練
習
潜
水
隊 

隊
勤
務 

隊司令 自衛艦隊司令官  

幹 部 潜水艦隊司令官 幕僚長 

准海尉以下 隊司令  

隊
の
自
衛
艦 

艦 長 潜水艦隊司令官  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

潜水隊

群 

司
令
部 

群司令 自衛艦隊司令官  

首席幕僚 潜水艦隊司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  

直
轄
自
衛
艦 

艦 長 潜水艦隊司令官  

幹 部 群司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 



９ 

 

潜
水
隊
勤
務 

隊司令 潜水艦隊司令官  

幹 部 群司令 首席幕僚 

准海尉以下 隊司令  

隊
の
自
衛
艦 

艦 長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

潜
水
艦
基
地
隊 

隊司令 潜水艦隊司令官  

副 長 群司令  

 科 長 群司令 副 長 
 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副 長  

掃海隊

群 

 群司令  海幕人教部長 

司
令
部 

幕僚長 自衛艦隊司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 幕僚長  

掃
海
隊
勤
務 

隊司令 自衛艦隊司令官  

幹 部 群司令 幕僚長 

准海尉以下 隊司令  

隊
の
自
衛
艦 

艦（艇）長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦（艇）長 副 長 

第
１
輸
送
隊 

隊司令 自衛艦隊司令官  

隊勤務の幹部 群司令 幕僚長 

隊勤務の准海尉以下 隊司令  

艦 長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

隊長 群司令  



１０ 

 
 

水
陸
両
用
戦
・
機
雷
戦
戦
術
支
援
隊 

本 

部 

隊司令 自衛艦隊司令官  

副 長 群司令  

部長及び部に属さない

科長 
群司令 副 長 

部の科長 隊司令 副 長 

幹部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副長又は部長  

学生（幹部） 隊司令  

学生（准海尉以下） 部長  

分
遣
隊 

分遣隊長 群司令  

科長 隊司令  

幹 部 隊司令  

准海尉以下 隊 長  

学生（幹部） 隊司令  

学生（准海尉） 隊長  

直
轄
自
衛
艦 

艦 長 自衛艦隊司令官  

幹 部 群司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

艦隊情

報群 

司
令
部 

群司令  海幕補任課長 

首席幕僚 自衛艦隊司令官  

室長 自衛艦隊司令官  

幹部 群司令  

准海尉以下 
首席幕僚又は情報統括

室長 
 

各 

隊 

隊司令 自衛艦隊司令官  

副 長 群司令  

部長及び部に属さない

科長 
群司令 副 長 

部の科長 隊司令 副 長 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副長又は部長  

海洋業

務・対

潜支援

群 

司
令
部 

群司令  海幕人教部長 

首席幕僚 自衛艦隊司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  



１１ 

 

 

対
潜
資
料
隊
及
び
対
潜
評
価
隊 

司 令 自衛艦隊司令官  

副 長 群司令  

部長及び科長 群司令 副 長 

幹 部 隊司令  

准海尉以下 隊司令、副長又は部長  

学 生 副 長  

各 

所 

所 長 自衛艦隊司令官  

副所長及び科長 群司令  

幹 部 所 長 副所長 

准海尉以下 所長又は副所長  

第
１
海
洋
観
測
隊 

隊司令 自衛艦隊司令官  

隊勤務の幹部 群司令 首席幕僚 

隊勤務の准海尉以下 隊司令  

艦 長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

第
１
音
響
測
定
隊 

隊司令 自衛艦隊司令官  

隊勤務の幹部 群司令 首席幕僚 

隊勤務の准海尉以下 隊司令  

クルー長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 クルー長 副 長 
 

直
轄
自
衛
艦 

艦 長 自衛艦隊司令官  

幹 部 群司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 



１２ 

 

開発隊

群 

 群司令  海幕人教部長 

司
令
部 

首席幕僚 自衛艦隊司令官  

幹 部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  

海
上
シ
ス
テ
ム
開
発
隊
及
び 

航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発
隊 

隊司令 自衛艦隊司令官  

副 長 群司令  

部長、システム調整官

及び部に属さない科長 
群司令 副 長 

室長及び科長 隊司令 副 長 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副長又は部長  

学生（幹部） 隊司令 副 長 

技
術
評
価
隊 

本 

部 

隊司令 自衛艦隊司令官  

副 長 群司令  

科 長 隊司令 副 長 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副 長  

学生（幹部） 隊司令 副 長 

学生（准海尉以下） 部 長  

隊
の
自
衛
艦 

艦 長 群司令  

 
幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

特別警

備隊 

 

隊 長  海幕補任課長 

幹 部 自衛艦隊司令官 副 長 

准海尉以下 隊 長 隊 長 

地方総

監部及

び直轄

自衛艦 

 幕僚長  海幕人教部長 

各 

部 

参事官、部長、監理官

及び監察官 
 幕僚長 

課（室）長及び原価監

査官 
幕僚長  

課（室）及び原価監査

官付の幹部 
部 長  

課（室）の准海尉以下 部 長  

副官（呉、舞鶴及び大

湊） 
地方総監 部 長 



１３ 

 

副官付（呉、舞鶴及び

大湊） 
幕僚長 部 長 

監理官付幹部 地方総監 幕僚長 

監理官付准海尉以下 監理官  

監察官付 地方総監  

直
轄
自
衛
艦 

艦（艇）長  海幕補任課長 

幹 部 地方総監 幕僚長 

准海尉以下 艦 長  

地方隊

の掃海

隊 隊
勤
務 

司 令  海幕補任課長 

幹 部 地方総監 地方総監部幕僚長 

准海尉以下 司 令  

隊
の
自
衛
艦 

艦（艇）長 地方総監  

幹 部 司 令  

准海尉以下 艦長又は司令  

基地隊 
 

司 令  海幕補任課長 

副 長 地方総監  

 

本 

部 

科長及び所長 地方総監 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

水
中
処
分
隊 

隊 長 地方総監  

幹 部 司 令 基地隊副長 

准海尉以下 司令又は隊長 基地隊副長 

基
地
分
遣
隊 

隊 長 地方総監  

幹 部 司 令 基地隊副長 

准海尉以下 隊 長 基地隊副長 

磁
気
測
定
所 

所 長 地方総監  

幹 部 司 令 基地隊副長 

准海尉以下 所 長 基地隊副長 

 警備所 所 長 地方総監  



１４ 

 

幹 部 司 令 基地隊副長 

准海尉以下 司令又は所長 基地隊副長 

掃
海
隊 

 
 

司令 地方総監  

隊
勤
務 

幹 部 基地隊司令 基地隊副長 

准海尉以下 基地隊司令 基地隊副長 

隊
の
自
衛
艦 

艦（艇）長 基地隊司令  

幹 部 基地隊司令 基地隊副長 

准海尉以下 司 令 基地隊副長 

教育隊 

 

司 令  海幕補任課長 

副 長 地方総監  

教育部長又は科の長 地方総監 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 副 長  

教
育
部 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 部 長 副 長 

学 生 部 長 副 長 

警備隊 
 

司 令  海幕補任課長 

副 長 地方総監  

本 

部 

班 長 地方総監 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

陸
警
隊 

隊 長 地方総監  

幹 部 司 令 警備隊副長 

准海尉以下 司令又は隊長 警備隊副長 

水
中
処
分
隊 

及
び
港
務
隊 

隊 長 地方総監  

幹 部 司 令 警備隊副長 

准海尉以下 司令又は隊長 警備隊副長 

警
備

所 所 長 地方総監  



１５ 

 

幹 部 司 令 警備隊副長 

准海尉以下 司 令 警備隊副長 
 

基
地
分
遣
隊 

隊 長 地方総監  

艦長及び幹部 司 令 警備隊副長 

准海尉以下 隊 長 警備隊副長 

直
轄
自
衛
艦 

艦（艇）長 地方総監  

幹 部 司 令 警備隊副長 

准海尉以下 艦長又は司令 警備隊副長 

ミ
サ
イ
ル
艇
隊 

 司 令 地方総監  

隊
勤
務 

幹 部 警備隊司令 警備隊副長 

准海尉以下 警備隊司令 警備隊副長 

ミ
サ
イ
ル
艇 

艇 長 警備隊司令  

幹 部 警備隊司令 警備隊副長 

准海尉以下 司 令 警備隊副長 

防備隊  司 令  海幕補任課長 

本 

部 

幹 部 地方総監 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

警
備
所 

所 長 地方総監  

幹 部 司 令 防備隊副長 

准海尉以下 司令又は所長 防備隊副長 

ミ
サ
イ
ル
艇
隊 

 
 

司 令 地方総監  

隊
勤
務 

幹 部 防備隊司令 防備隊副長 

准海尉以下 防備隊司令 防備隊副長 
 

 

ミ
サ

イ
ル

艇 艇 長 防備隊司令  



１６ 

 

幹 部 防備隊司令 防備隊副長 

准海尉以下 司 令 防備隊副長 

弾薬整

備補給

所 

 

所 長  海幕補任課長 

副所長 地方総監 副所長 

企
画
調
整
室 

及
び
部
に
属 

さ
な
い
各
科 

室長及び科長 地方総監 副所長 

幹 部 所 長 副所長 

准海尉以下 所 長 副所長 

各 

部 

部 長 地方総監 副所長 

幹 部 所 長 副所長 

准海尉以下 部 長 副所長 

造修補

給所 

 

所 長  海幕補任課長 

副所長 地方総監  

検査官及びドック長 地方総監 副所長 

部
及
び
所
に 

属
さ
な
い
科 

科 長 地方総監 副所長 

幹 部 所 長 副所長 

准海尉以下 所 長 副所長 

各
部
、
貯
油
所
、
消
磁
所 

及
び
磁
気
測
定
所 

部長、貯油所長、 

消磁所長及び磁 

気測定所長 

地方総監 副所長 

幹 部 造修補給所長 副所長 

准海尉以下 

部長、貯油所長、 

消磁所長又は 

磁気測定所長 

副所長 

基地業

務隊  

司 令  海幕補任課長 

ぎ装員長 地方総監  

各 

科 

科 長 地方総監 地方総監部幕僚長 

幹 部 司 令  

准海尉以下 司 令  

 補
充

部 部 長 地方総監 地方総監部幕僚長 



１７ 

 

幹 部 司 令  

准海尉以下 司 令  

ぎ装員 司 令  

基
地
業
務
分
遣
隊 

隊 長 地方総監 地方総監部幕僚長 

幹 部 司 令  

准海尉以下 隊 長  

横須

賀、呉

衛生隊 

 

司 令  海幕補任課長 

幹 部 地方総監 地方総監部幕僚長 

准海尉以下 司 令  

佐世保、

舞鶴、 

大湊 

衛生隊 

 

司 令  海幕補任課長 

副 長 地方総監 地方総監部幕僚長 

部
に
属
さ
な
い
科 

科 長 地方総監 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

診
療
部 

部長 地方総監 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 部 長 副 長 

音楽隊

（東京

音楽隊

を除

く。） 

 

隊 長  海幕補任課長 

幹 部 地方総監 地方総監部幕僚長 

准海尉以下 隊 長  

地方隊

の基地

分遣隊 

 

隊 長  海幕補任課長 

幹 部 地方総監 地方総監部幕僚長 

准海尉以下 隊 長  

 司令官  海幕人教部長 



１８ 

 

教育航

空集団

司令部

及び直

轄教育

航空隊 

司
令
部 

幕僚長  海幕補任課長 

幹 部 教育航空集団司令官  

准海尉以下 幕僚長  

直
轄
教
育
航
空
隊 

本 

部 

隊司令  海幕補任課長 

副 長 教育航空集団司令官  

幹 部 
教育航空集団 

司令官又は隊司令 
副 長 

准海尉以下 隊司令又は副長  

各 

隊 

隊 長 教育航空集団司令官  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 隊 長 副 長 

学生 隊司令 副 長 

教育航

空群 

司
令
部 

群司令  海幕補任課長 

首席幕僚 教育航空集団司令官  

幹部 群司令  

准海尉以下 首席幕僚  

各 

隊 

 

隊司令 教育航空集団司令官  

副 長 群司令  

本 

部 

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 副 長  
 

各 

隊 

隊 長 群司令  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 隊長 副 長 

※学生 隊司令 副 長 

 司令官  海幕人教部長 



１９ 

 

練習艦

隊 

司
令
部 

首席幕僚  海幕補任課長 

幹 部 練習艦隊司令官 副 長 

准海尉以下 首席幕僚 副 長 

直
轄
自
衛
艦 

艦 長  海幕補任課長 

幹 部 練習艦隊司令官 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

実習幹部 練習艦隊司令官 副 長 

 

隊
勤
務 

隊司令  海幕補任課長 

幹 部 練習艦隊司令官 首席幕僚 

准海尉以下 隊司令  

隊
の
自
衛
艦 

艦 長 練習艦隊司令官  

幹 部 隊司令 副 長 

准海尉以下 艦 長 副 長 

システ

ム通信

隊群 司
令
部 

群司令  海幕補任課長 

首席幕僚  海幕補任課長 

幹 部 群司令  

 

准海尉以下 首席幕僚  

中
央
シ
ス
テ
ム
通
信

隊
及
び
移
動
通
信
隊 

司 令  海幕補任課長 

幹 部 群司令又は司令 副長、隊長、又は班長 

准海尉以下 司 令 副長、隊長、又は班長 

シ
ス
テ
ム
通
信
隊
及
び
保
全
監
査
隊 

 
 

司令  海幕補任課長 

本
部 

幹 部 群司令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

学生（幹部） 司 令  

分
遣
隊 

隊 長 群司令  

幹 部 司 令 本部副長 

准海尉以下 隊 長  

 司令  海幕補任課長 



２０ 

 

海上自

衛隊警

務隊 

副 長  海幕補任課長 

本 

部 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

地
方
警
務
隊 

本
部 

地方警務隊長 海上幕僚副長 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 地方警務隊長 総務科長 

 

警
務
分
遣
隊 

警務分遣隊長 司 令 副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 地方警務隊長 総務科長 

海上自

衛隊潜

水医学

実験隊 

 

司 令  海幕人教部長 

副 長  海幕補任課長 

企
画
室 

企画室長  副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

各 

部 
部 長  副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 司 令 副 長 

各 

科 

科 長 司 令 副 長 

幹 部 部 長 副 長 

准海尉以下 部 長 副 長 

 学 生 教育訓練部長 副 長 

東京 

音楽隊 

 

 
隊長  海幕補任課長 

副長及び科長  海幕補任課長 

幹 部 隊長 副 長 

准海尉以下 副長は隊長  

海上自

衛隊東

 司 令  海幕補任課長 



２１ 

 

京業務

隊 副 長  海幕補任課長 

総
務
科 

科 長  副 長 

幹 部 司 令 副 長 

准海尉以下 副 長  

各
部 

部長  副長 

科長 司令 部長 

幹部 部長  

准海尉以下 部長  

海上自

衛隊幹

部学校 

 

校 長  海幕人教部長 

副校長  海幕人教部長 

各 

部 

部 長  副校長 

課長、主任教官、主任

研究開発官、研究部員

及び学校教官 

副校長  

 

課、防衛戦略教育研究

部各室及び運用教育研

究部各室の隊員 

部 長 副校長 

 学 生 防衛戦略教育研究部長 副校長 

海上自

衛隊幹

部候補

生学校 

 

校長  海幕人教部長 

副校長  海幕補任課長 

 部長及び学生隊長  副校長 

総
務
課
及
び 

学
生
隊 

総務課長 校 長 副校長 

幹 部 副校長  

准海尉以下 副校長  

 教
育

部 課 長 校 長 副校長 



２２ 

 

主任教官及び学校教官 部 長 副校長 

教務課の隊員 部 長 副校長 

学 生 学生隊長 副校長 

海上自

衛隊各

術科学

校 

 

校 長  海幕人教部長 

副校長  海幕補任課長 

部長及び学生隊長  副校長 

部に属する課の長、研

究部員及び教育部の隊

員(主任教官及び学校

教官を除く。) 

副校長又は部長  

主任教官及び学校教官 副校長又は部長  

部に属する課の隊員 部 長 副校長 

部に属しない課の長 校 長 副校長 
 

 

部に属しない課の隊員 副校長  

学生隊の隊員 副校長  

学生 学生隊長 副校長 

海上自

衛隊補

給本部 

 

本部長  海幕人教部長 

副本部長  海幕人教部長 

会計監査官  副本部長 

会計監査調整官及び総

括副会計監査官 
副本部長  

副会計監査官 会計監査官 副本部長 

各 

部 

部 長  副本部長 

課長、原価監査官、人

事管理官及び検査官 
副本部長  

課の幹部及び原価監査

専門官 
部 長 副本部長 

准海尉以下 部 長 副本部長 

海上自

衛隊艦  

処 長  海幕補任課長 

副処長 補給本部長  



２３ 

 

船補給

処 各 

部 

部 長 補給本部長 副処長 

幹 部 処 長 副処長 

准海尉以下 部 長 副処長 

海上自

衛隊航

空補給

処 

 

処 長  海幕補任課長 

副処長 補給本部長  

各 

部 

部 長 補給本部長 副処長 

幹 部 処 長 副処長 
 

准海尉以下 部 長 副処長 

海上自

衛隊航

空補給

処下総

支処 

 支処長 補給本部長  

部
に
属
さ
な

い
各
課 

幹 部 航空補給処長  

准海尉以下 支処長  

部 

幹 部 航空補給処長  

准海尉以下 支処長  

海上幕

僚長の

監督を

受ける

自衛隊

地区病

院  

病院長  海幕人教部長 

副院長  海幕補任課長 

部 長  副院長 

課（科）長、室長及び

医療安全評価官 
病院長 副院長 

課（科）室の隊員 病院長又は部長 副院長 

主任教官及び教官 病院長 副院長 

学 生 教育部長又は病院長 副院長 

注：１ 上表中「幹部」とあるのは幹部自衛官をいう。 

  ２ 事務官、技官、教官のうち行政職（－）２級（相当級を含む。）以上の者につい

ては幹部に、行政職（－）１級（相当級を含む。）の者については海曹に準じて実

施するものとする。 

 

 

 


